
2023年 4月 6日 

NS2-他-342改 01 

重要度分類表の変更点について 

2022/5/13ヒアリング資料 今回ヒアリング資料 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

比較表において，相違理由を類似化したものについて以下にまとめて記載する。 

相違 No. 相違理由 

①  波及的影響を考慮すべき施設の拡充及び影響範囲の変更に伴う設備の追加・削除 

②  設計進捗に伴う名称変更，設備の細分化，記載の適正化 

③  第２回補正申請以降の対象設備の変更に伴う適正化 
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2022/5/13ヒアリング資料 今回ヒアリング資料 備考 

表2－1 設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設（１/１５） 

 

表2－1 設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設（１/１５） 

 

 

 

①の相違 

仮設耐震構台，土留め工（親杭）：「Ⅵ-2-1-

5 波及的影響に係る基本方針」の資料で修

正したことによる反映 

 

建物開口部竜巻防護対策設備：「Ⅵ-2-1-5 

波及的影響に係る基本方針」の資料で対応

する主な上位クラス施設を明記したため波

及的影響を考慮すべき施設の列に追記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①
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2022/5/13ヒアリング資料 今回ヒアリング資料 備考 

表2－1 設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設（２/１５） 

 

 

 

 

表2－1 設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設（２/１５） 

 

 

①の相違 

仮設耐震構台，土留め工（親杭）：「Ⅵ-2-1-

5 波及的影響に係る基本方針」の資料で修

正したことによる反映 

 

建物開口部竜巻防護対策設備：「Ⅵ-2-1-5 

波及的影響に係る基本方針」の資料で対応

する主な上位クラス施設を明記したため波

及的影響を考慮すべき施設の列に追記 

 

②の相違 

防護対策設備：竜巻，火山，溢水の複数の目

的で設置する屋外の防護対策設備の名称が

適切に表現できていなかったことによる名

称変更 

 

 

 

①
 

②
 

②
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2022/5/13ヒアリング資料 今回ヒアリング資料 備考 

表2－1 設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設（３/１５） 

 

 

 

 

 

 

表2－1 設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設（３/１５） 

 

 

①の相違 

仮設耐震構台，土留め工（親杭）：「Ⅵ-2-1-

5 波及的影響に係る基本方針」の資料で修

正したことによる反映 

 

建物開口部竜巻防護対策設備：「Ⅵ-2-1-5 

波及的影響に係る基本方針」の資料で対応

する主な上位クラス施設を明記したため波

及的影響を考慮すべき施設の列に追記 

 

②の相違 

防護対策設備：竜巻，火山，溢水の複数の目

的で設置する屋外の防護対策設備の名称が

適切に表現できていなかったことによる名

称変更 

 

チャンネルボックス：設備名称の適正化 

①
 

②
 

②
 

②
 

②
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2022/5/13ヒアリング資料 今回ヒアリング資料 備考 

表2－1 設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設（４/１５） 

 

 

 

 

表2－1 設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設（４/１５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①の相違 

仮設耐震構台，土留め工（親杭）：「Ⅵ-2-1-

5 波及的影響に係る基本方針」の資料で修

正したことによる反映 

 

建物開口部竜巻防護対策設備：「Ⅵ-2-1-5 

波及的影響に係る基本方針」の資料で対応

する主な上位クラス施設を明記したため波

及的影響を考慮すべき施設の列に追記 

 

②の相違 

防護対策設備：竜巻，火山，溢水の複数の目

的で設置する屋外の防護対策設備の名称が

適切に表現できていなかったことによる名

称変更 

 

②
 

①
 

②
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2022/5/13ヒアリング資料 今回ヒアリング資料 備考 

表2－1 設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設（５/１５） 

 

 

 

 

 

 

表2－1 設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設（５/１５） 

 

 

 

 

 

 

 

①の相違 

仮設耐震構台，土留め工（親杭）：「Ⅵ-2-1-

5 波及的影響に係る基本方針」の資料で修

正したことによる反映 

 

建物開口部竜巻防護対策設備：「Ⅵ-2-1-5 

波及的影響に係る基本方針」の資料で対応

する主な上位クラス施設を明記したため波

及的影響を考慮すべき施設の列に追記 

 

②の相違 

防護対策設備：竜巻，火山，溢水の複数の目

的で設置する屋外の防護対策設備の名称が

適切に表現できていなかったことによる名

称変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①
 

②
 

②
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2022/5/13ヒアリング資料 今回ヒアリング資料 備考 

表2－1 設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設（６/１５）

 

 

 

 

 

 

表2－1 設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設（６/１５） 

 

 

 

 

 

 

 

①の相違 

仮設耐震構台，土留め工（親杭）：「Ⅵ-2-1-

5 波及的影響に係る基本方針」の資料で修

正したことによる反映 

 

建物開口部竜巻防護対策設備：「Ⅵ-2-1-5 

波及的影響に係る基本方針」の資料で対応

する主な上位クラス施設を明記したため波

及的影響を考慮すべき施設の列に追記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①
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2022/5/13ヒアリング資料 今回ヒアリング資料 備考 

表2－1 設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設（７/１５） 

 

 

 

 

 

 

 

表2－1 設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設（７/１５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

①の相違 

仮設耐震構台，土留め工（親杭）：「Ⅵ-2-1-

5 波及的影響に係る基本方針」の資料で修

正したことによる反映 

 

建物開口部竜巻防護対策設備：「Ⅵ-2-1-5 

波及的影響に係る基本方針」の資料で対応

する主な上位クラス施設を明記したため波

及的影響を考慮すべき施設の列に追記 

 

②の相違 

防護対策設備：竜巻，火山，溢水の複数の目

的で設置する屋外の防護対策設備の名称が

適切に表現できていなかったことによる名

称変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①
 

②
 

②
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2022/5/13ヒアリング資料 今回ヒアリング資料 備考 

表2－1 設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設（８/１５） 

 

 

表2－1 設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設（８/１５） 

 

 

 

 

 

 

①の相違 

仮設耐震構台，土留め工（親杭）：「Ⅵ-2-1-

5 波及的影響に係る基本方針」の資料で修

正したことによる反映 

 

建物開口部竜巻防護対策設備：「Ⅵ-2-1-5 

波及的影響に係る基本方針」の資料で対応

する主な上位クラス施設を明記したため波

及的影響を考慮すべき施設の列に追記 

 

②の相違 

防護対策設備：竜巻，火山，溢水の複数の目

的で設置する屋外の防護対策設備の名称が

適切に表現できていなかったことによる名

称変更 

 

取水槽海水ポンプエリア防水壁：「取水槽海

水ポンプエリア防護対策設備」に含まれる

とし「その他＊11」で整理 

 

③の相違 

除じん系（浸水防止機能を有する部分）：設

計進捗に伴い浸水防止機能を有する部分と

する考え方を取りやめ，Ｃクラスのまま移

設対応としたため削除 

①
 

②
 

②
 

③
 

②
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2022/5/13ヒアリング資料 今回ヒアリング資料 備考 

表2－1 設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設（９/１５） 

 

表2－1 設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設（９/１５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更なし 

10



 

 

2022/5/13ヒアリング資料 今回ヒアリング資料 備考 

表2－1 設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設（１０/１５） 

 
 

 

表2－1 設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設（１０/１５） 

  

 

 

①の相違 

仮設耐震構台，土留め工（親杭）：「Ⅵ-2-1-

5 波及的影響に係る基本方針」の資料で修

正したことによる反映 

 

建物開口部竜巻防護対策設備：「Ⅵ-2-1-5 

波及的影響に係る基本方針」の資料で対応

する主な上位クラス施設を明記したため波

及的影響を考慮すべき施設の列に追記 

 

②の相違 

防護対策設備：竜巻，火山，溢水の複数の目

的で設置する屋外の防護対策設備の名称が

適切に表現できていなかったことによる名

称変更 

 

取水槽海水ポンプエリア防水壁：「取水槽海

水ポンプエリア防護対策設備」に含まれる

とし「その他＊11」で整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②
 

①
 

②
 

②
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2022/5/13ヒアリング資料 今回ヒアリング資料 備考 

表2－1 設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設（１１/１５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

表2－1 設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設（１１/１５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更なし 
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2022/5/13ヒアリング資料 今回ヒアリング資料 備考 

表2－1 設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設（１２/１５） 

 

表2－1 設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設（１２/１５） 

 

 

 

 

 

 

変更なし 
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2022/5/13ヒアリング資料 今回ヒアリング資料 備考 

表2－1 設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設（１３/１５） 

 

表2－1 設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設（１３/１５） 

 

 

 

 

 

 

 

変更なし 
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2022/5/13ヒアリング資料 今回ヒアリング資料 備考 

表2－1 設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設（１４/１５） 

 

 

 

 

表2－1 設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設（１４/１５） 

 

 

 

 

 

変更なし 

 

 

 

15



 

 

2022/5/13ヒアリング資料 今回ヒアリング資料 備考 

表2－1 設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設（１５/１５） 

 

表2－1 設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設（１５/１５） 

 

 

 

 

 

 

 

変更なし 
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2022/5/13ヒアリング資料 今回ヒアリング資料 備考 

  

 

 

①の相違 

建物開口部竜巻防護対策設備：波及的影響

を考慮すべき施設の列に記載したことによ

る，「防護対策設備＊9」の注記から削除 

 

タービン補機冷却系熱交換器：主要設備で

ある「タービン補機海水系（浸水防止機能

を有する部分）」のみへの波及的影響を考慮

すべき施設であることから，＊10の注記か

ら削除 

 

放水槽，ディーゼル燃料貯蔵タンク室，液

体廃棄物処理系配管及び床ドレン系配管：

「Ⅵ-2-1-5 波及的影響に係る基本方針」

の資料で追記されたことによる反映 

 

②の相違 

排気筒の基礎：設備名称の適正化 

 

ディーゼル燃料移送ポンプエリア防護対策

設備，取水槽海水ポンプエリア防護対策設

備，取水槽循環水ポンプエリア防護対策設

備：竜巻，火山，溢水の複数の目的で設置す

る屋外の防護対策設備の名称が適切に表現

できていなかったことによる名称変更 

 

 

② 

① 

② 

① 

② 
② 

② 

① 

② 

① 
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2022/5/13ヒアリング資料 今回ヒアリング資料 備考 

表2－2 設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設（１/３０） 

 

 

 

 

 

 

 

表2－2 設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設（１/３７） 

 

 

 

 

 

 

 

 

①の相違 

仮設耐震構台，土留め工（親杭）：「Ⅵ-2-1-

5 波及的影響に係る基本方針」の資料で修

正したことによる反映 

 

建物開口部竜巻防護対策設備：「Ⅵ-2-1-5 

波及的影響に係る基本方針」の資料で対応

する主な上位クラス施設を明記したため波

及的影響を考慮すべき施設の列に追記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②の相違 

燃料集合体：設備名称の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①
 

②
 

②
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2022/5/13ヒアリング資料 今回ヒアリング資料 備考 

表2－2 設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設（２/３０） 

 

 

 

 

 

 

 

 

表2－2 設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設（２/３７） 

 

 

変更なし 
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2022/5/13ヒアリング資料 今回ヒアリング資料 備考 

表2－2 設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設（３/３０） 

 

 

 

 

 

 

 

 

表2－2 設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設（３/３７） 

 

 

変更なし 
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2022/5/13ヒアリング資料 今回ヒアリング資料 備考 

表2－2 設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設（４/３０） 

 

 

 

表2－2 設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設（４/３７） 

  

 

 

①の相違 

仮設耐震構台，土留め工（親杭）：「Ⅵ-2-1-

5 波及的影響に係る基本方針」の資料で修

正したことによる反映 

 

建物開口部竜巻防護対策設備：「Ⅵ-2-1-5 

波及的影響に係る基本方針」の資料で対応

する主な上位クラス施設を明記したため波

及的影響を考慮すべき施設の列に追記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①
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2022/5/13ヒアリング資料 今回ヒアリング資料 備考 

表2－2 設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設（５/３０） 

 

 

 

表2－2 設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設（５/３７） 

  

 

 

 

①の相違 

仮設耐震構台，土留め工（親杭）：「Ⅵ-2-1-

5 波及的影響に係る基本方針」の資料で修

正したことによる反映 

 

建物開口部竜巻防護対策設備：「Ⅵ-2-1-5 

波及的影響に係る基本方針」の資料で対応

する主な上位クラス施設を明記したため波

及的影響を考慮すべき施設の列に追記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②の相違 

主蒸気逃がし安全弁：先行記載と合わせ関

連配管・弁から細分化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①
 

②
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2022/5/13ヒアリング資料 今回ヒアリング資料 備考 

表2－2 設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設（６/３０） 

 

表2－2 設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設（６/３７） 

 

 

 

 

 

変更なし 
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2022/5/13ヒアリング資料 今回ヒアリング資料 備考 

表2－2 設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設（７/３０） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表2－2 設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設（７/３７） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②の相違 

取水槽海水ポンプエリア防護対策設備，取

水槽循環水ポンプエリア防護対策設備：竜

巻，火山，溢水の複数の目的で設置する屋

外の防護対策設備の名称が適切に表現でき

ていなかったことによる名称変更 

 

屋外配管ダクト（タービン建物～放水槽）：

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②
 

②
 

②
 

②
 

②
 

②
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表2－2 設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設（８/３０） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表2－2 設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設（８/３７） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①の相違 

液体廃棄物処理系配管，床ドレン系配管：

「Ⅵ-2-1-5 波及的影響に係る基本方針」

の資料で修正したことによる反映 

 

②の相違 

タービン補機冷却系熱交換器：浸水防護施

設への影響であるため，原子炉補機冷却設

備の波及的影響を考慮すべき施設の行から

削除し，浸水防護施設の波及的影響を考慮

すべき施設の行へ追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
①

 

②
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表2－2 設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設（９/３０） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表2－2 設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設（９/３７） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②の相違 

復水器，復水ポンプ：記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②
 

②
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表2－2 設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設（１０/３０） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表2－2 設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設（１０/３７） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③の相違 

制御室建物，中央制御室天井照明：計測装

置に原子炉非常停止信号の検出器及び工学

的安全施設等の起動信号を含むと整理して

記載していたが，原子炉非常停止信号の検

出器及び工学的安全施設等の起動信号を記

載する方針に見直したことに伴い，原子炉

非常停止信号の行に記載を適正化 

 

①の相違 

仮設耐震構台，土留め工（親杭）：「Ⅵ-2-1-

5 波及的影響に係る基本方針」の資料で修

正したことによる反映 

 

建物開口部竜巻防護対策設備：「Ⅵ-2-1-5 

波及的影響に係る基本方針」の資料で対応

する主な上位クラス施設を明記したため波

及的影響を考慮すべき施設の列に追記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③
 

③
 

①
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表2－2 設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設（１１/３０） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表2－2 設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設（１１/３７） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③の相違 

１号機原子炉建物，１号機タービン建物，

１号機廃棄物処理建物：計測装置に原子炉

非常停止信号の検出器及び工学的安全施設

等の起動信号を含むと整理して記載してい

たが，原子炉非常停止信号の検出器及び工

学的安全施設等の起動信号を記載する方針

に見直したことに伴い，原子炉非常停止信

号の行に記載を適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③
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表2－2 設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設（１２/３０） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表2－2 設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設（１２/３７） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③の相違 

制御室建物，中央制御室天井照明，１号機

原子炉建物，１号機タービン建物，１号機

廃棄物処理建物：計測装置に原子炉非常停

止信号の検出器及び工学的安全施設等の起

動信号を含むと整理して記載していたが，

原子炉非常停止信号の検出器及び工学的安

全施設等の起動信号を記載する方針に見直

したことに伴い，原子炉非常停止信号の行

に記載を適正化 

 

原子炉非常停止信号（機器）：原子炉非常停

止信号の検出器を記載する方針に見直した

ことに伴う記載の適正化 

 

工学的安全施設等の起動信号（機器）：工学

的安全施設等の起動信号の検出器を記載す

る方針に見直したことに伴う記載の適正化 

 

③
 

③
 

③
 

③
 

③
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表2－2 設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設（１３/３７） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③の相違 

原子炉非常停止信号（機器）：原子炉非常停

止信号の検出器を記載する方針に見直した

ことに伴う記載の適正化 

 

工学的安全施設等の起動信号（機器）：工学

的安全施設等の起動信号の検出器を記載す

る方針に見直したことに伴う記載の適正化  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③
 

③
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表2－2 設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設（１４/３７） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③の相違 

工学的安全施設等の起動信号（機器）：工学

的安全施設等の起動信号の検出器を記載す

る方針に見直したことに伴う記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③
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表2－2 設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設（１５/３７） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③の相違 

工学的安全施設等の起動信号（機器）：工学

的安全施設等の起動信号の検出器を記載す

る方針に見直したことに伴う記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③
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表2－2 設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設（１３/３０） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表2－2 設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設（１６/３７） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③の相違 

工学的安全施設等の起動信号（機器）：工学

的安全施設等の起動信号の検出器を記載す

る方針に見直したことに伴う記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③
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表2－2 設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設（１４/３０） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表2－2 設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設（１７/３７） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更なし 
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表2－2 設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設（１５/３０） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表2－2 設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設（１８/３７） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②の相違 

ディーゼル燃料移送ポンプエリア防護対策

設備：竜巻，火山，溢水の複数の目的で設置

する屋外の防護対策設備の名称が適切に表

現できていなかったことによる名称変更 

 

①の相違 

仮設耐震構台，土留め工（親杭）：「Ⅵ-2-1-

5 波及的影響に係る基本方針」の資料で修

正したことによる反映 

 

建物開口部竜巻防護対策設備：「Ⅵ-2-1-5 

波及的影響に係る基本方針」の資料で対応

する主な上位クラス施設を明記したため波

及的影響を考慮すべき施設の列に追記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②
 

①
 

②
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表2－2 設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設（１６/３０） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表2－2 設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設（１９/３７） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更なし 
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表2－2 設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設（１７/３０） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表2－2 設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設（２０/３７） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①の相違 

１号機原子炉建物，２号機南側切取斜面，

１号機原子炉建物：間接支持構造物以外に

も波及的影響を及ぼすおそれがあることか

ら，＊1（間接支持構造物のみへの波及的影

響があるのも。）を削除 

 

仮設耐震構台，土留め工（親杭）：「Ⅵ-2-1-

5 波及的影響に係る基本方針」の資料で修

正したことによる反映 

 

建物開口部竜巻防護対策設備：「Ⅵ-2-1-5 

波及的影響に係る基本方針」の資料で対応

する主な上位クラス施設を明記したため波

及的影響を考慮すべき施設の列に追記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①
 

①
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表2－2 設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設（１８/３０） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表2－2 設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設（２１/３７） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①の相違 

１号機タービン建物，１号機廃棄物処理建

物：間接支持構造物以外にも波及的影響を

及ぼすおそれがあることから，＊1（間接支

持構造物のみへの波及的影響があるのも。）

を削除 

 

②の相違 

屋外配管ダクト（Ｂ－ディーゼル燃料貯蔵

タンク～原子炉建物）：記載の適正化 

 

中央制御室遮蔽（１号機設備，１，２号機共

用），補助遮蔽（屋外配管ダクト（ディーゼ

ル燃料貯蔵タンク～原子炉建物））：設備名

称の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①
 

②
 

②
 

②
 

②
 

②
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表2－2 設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設（１９/３０） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表2－2 設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設（２２/３７） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①の相違 

１号機排気筒，２号機南側切取斜面，２号

機西側切取斜面：間接支持構造物以外にも

波及的影響を及ぼすおそれがあることか

ら，＊1（間接支持構造物のみへの波及的影

響があるのも。）を削除 

 

仮設耐震構台，土留め工（親杭）：「Ⅵ-2-1-

5 波及的影響に係る基本方針」の資料で修

正したことによる反映 

 

建物開口部竜巻防護対策設備：「Ⅵ-2-1-5 

波及的影響に係る基本方針」の資料で対応

する主な上位クラス施設を明記したため波

及的影響を考慮すべき施設の列に追記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①
 

①
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表2－2 設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設（２０/３０） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表2－2 設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設（２３/３７） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③の相違 

ベント管，ベント管ベローズ：原子炉格納

容器の一部と整理していましたが，別表第

二に合わせ細分化 
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表2－2 設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設（２１/３０） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表2－2 設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設（２４/３７） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更なし 
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表2－2 設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設（２２/３０） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表2－2 設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設（２５/３７） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②の相違 

ディーゼル燃料移送ポンプエリア防護対策

設備：竜巻，火山，溢水の複数の目的で設置

する屋外の防護対策設備の名称が適切に表

現できていなかったことによる名称変更 

 

①の相違 

仮設耐震構台，土留め工（親杭）：「Ⅵ-2-1-

5 波及的影響に係る基本方針」の資料で修

正したことによる反映 

 

建物開口部竜巻防護対策設備：「Ⅵ-2-1-5 

波及的影響に係る基本方針」の資料で対応

する主な上位クラス施設を明記したため波

及的影響を考慮すべき施設の列に追記 

 

 

①
 

②
 

②
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表2－2 設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設（２３/３０） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表2－2 設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設（２６/３７） 

 

 

 

 

 

変更なし 
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表2－2 設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設（２４/３０） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表2－2 設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設（２７/３７） 

 

 

変更なし 
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表2－2 設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設（２５/３０） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表2－2 設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設（２８/３７） 

 

 

変更なし 
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表2－2 設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設（２６/３０） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表2－2 設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設（２９/３７） 

 

 

変更なし 
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表2－2 設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設（２７/３０） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表2－2 設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設（３０/３７） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③の相違 

主変圧器，保護継電装置：第２回補正申請

以降の対象設備の追加に伴う適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③
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表2－2 設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設（２８/３０） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表2－2 設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設（３１/３７） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②の相違 

＊4，＊5：記載の適正化 

 

③の相違 

220kV送電線用遮断器（１，２，３号機共用） 

，保護継電装置（１，２，３号機共用）：第

２回補正申請以降の対象設備の追加に伴う

適正化 

 

火災防護設備（機器）：第２回補正申請以降

の対象設備の追加に伴う適正化 

 

補助消火ポンプ格納槽，４４ｍ盤消火ポン

プ室，４５ｍ盤消火ポンプ室：火災防護設

備の追加に伴う適正化 

 

制御室建物：火災防護設備が追加されたこ

とに伴い，火災防護設備の間接支持構造物

として先に記載されるため浸水防護施設の

行から削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
③

 

③
 

③
 

②
 

②
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表2－2 設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設（３２/３７） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③の相違 

火災防護設備（機器）：第２回補正申請以降

の対象設備の追加に伴う適正化 

 

５０ｍ盤消火ポンプ室，制御室建物：火災

防護設備の追加に伴う適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③
 

③
 

③
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表2－2 設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設（３３/３７） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③の相違 

火災防護設備（機器）：第２回補正申請以降

の対象設備の追加に伴う適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③
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表2－2 設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設（３４/３７） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③の相違 

火災防護設備（機器）：第２回補正申請以降

の対象設備の追加に伴う適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③
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表2－2 設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設（２９/３０） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表2－2 設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設（３５/３７） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②の相違 

＊5，＊6：記載の適正化 

 

１号機取水槽流路縮小工：設備名称の適正

化 

 

取水槽海水ポンプエリア竜巻防護対策設

備，取水槽循環水ポンプエリア竜巻防護対

策設備：竜巻，火山，溢水の複数の目的で設

置する屋外の防護対策設備の名称が適切に

表現できていなかったことによる名称変更 

 

取水槽海水ポンプエリア防水壁：「取水槽海

水ポンプエリア防護対策設備」に含まれる

と整理するため削除 

 

③の相違 

火災防護設備（機器），通水扉：第２回補正

申請以降の対象設備の追加に伴う適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③
 

③
 

②
 

②
 

②
 ②

 
②

 

②
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表2－2 設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設（３６/３７） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①の相違 

放水槽，ディーゼル燃料貯蔵タンク室：「Ⅵ

-2-1-5 波及的影響に係る基本方針」の資

料で修正したことによる反映 

 

②の相違 

＊5，＊6：記載の適正化 

 

取水槽海水ポンプエリア防護対策設備，取

水槽循環水ポンプエリア防護対策設備：竜

巻，火山，溢水の複数の目的で設置する屋

外の防護対策設備の名称が適切に表現でき

ていなかったことによる名称変更 

 

タービン補機冷却系熱交換器：浸水防護施

設への影響であるため，原子炉補機冷却設

備の波及的影響を考慮すべき施設の行から

削除し，浸水防護施設の波及的影響を考慮

すべき施設の行へ追加 

 

③の相違 

被水防護カバー：第２回補正申請以降の対

象設備の追加に伴う適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
②

 

①
 

②
 

③
 

②
 

②
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表2－2 設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設（３０/３０） 

 
 

 

 

 

 

 

表2－2 設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設（３７/３７） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②の相違 

補助駆動用燃料設備（タンク）：記載の適正

化 

 

原子炉建物に設置（＊2，＊3）：設置場所が

分かるように追記 

 

＊4：主蒸気隔離弁閉信号（主蒸気管トンネ

ル温度高）のうちＳクラス，Ｃクラス機器

の違いが分かるように注記＊4を追記 

 

＊5，＊6：記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②
 

②
 

②
 

②
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表4－1 重大事故等対処施設の耐震設計上の分類別施設（１/３１） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表4－1 重大事故等対処施設の耐震設計上の分類別施設（１/３５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①の相違 

仮設耐震構台：「Ⅵ-2-1-5 波及的影響に係

る基本方針」の資料で修正したことによる

反映 

 

建物開口部竜巻防護対策設備：「Ⅵ-2-1-5 

波及的影響に係る基本方針」の資料で対応

する主な上位クラス施設を明記したため波

及的影響を考慮すべき施設の列に追記 

 

②の相違 

＊：記載の適正化 

 

③の相違 

燃料プール冷却系ディフューザ：第２回補

正申請以降の対象設備の追加に伴う適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
②

 

①
 

③
 

②
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表4－1 重大事故等対処施設の耐震設計上の分類別施設（２/３１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表4－1 重大事故等対処施設の耐震設計上の分類別施設（２/３５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①の相違 

土留め工（親杭），仮設耐震構台，補助消火

水槽：「Ⅵ-2-1-5 波及的影響に係る基本方

針」の資料で修正したことによる反映 

 

建物開口部竜巻防護対策設備：「Ⅵ-2-1-5 

波及的影響に係る基本方針」の資料で対応

する主な上位クラス施設を明記したため波

及的影響を考慮すべき施設の列に追記 

 

②の相違 

＊：記載の適正化 

 

２号機南側盛土斜面：間接支持構造物以外

にも波及的影響を及ぼすおそれがあること

から，＊1（間接支持構造物のみへの波及的

影響があるのも。）を削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②
 

①
 

②
 

②
 

①
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表4－1 重大事故等対処施設の耐震設計上の分類別施設（３/３１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表4－1 重大事故等対処施設の耐震設計上の分類別施設（３/３５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①の相違 

土留め工（親杭）：「Ⅵ-2-1-5 波及的影響に

係る基本方針」の資料で修正したことによ

る反映 

 

②の相違 

＊：記載の適正化 

 

③の相違 

制御室建物，中央制御室天井照明：対象設

備（自動減圧起動阻止スイッチ（代替自動

減圧機能）等）が削除されたことに伴う削

除 

 

耐火障壁：対象設備（格納容器ガスサンプ

リング装置（格納容器水素濃度（Ｂ系）及び

格納容器酸素濃度（Ｂ系）））が追加された

ことに伴う追記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②
 

③
 

③
 

③
 

②
 

①
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表4－1 重大事故等対処施設の耐震設計上の分類別施設（４/３１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表4－1 重大事故等対処施設の耐震設計上の分類別施設（４/３５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①の相違 

仮設耐震構台，補助消火水槽，土留め工（親

杭）：「Ⅵ-2-1-5 波及的影響に係る基本方

針」の資料で修正したことによる反映 

 

建物開口部竜巻防護対策設備：「Ⅵ-2-1-5 

波及的影響に係る基本方針」の資料で対応

する主な上位クラス施設を明記したため波

及的影響を考慮すべき施設の列に追記 

 

②の相違 

＊：記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②
 

①
 

②
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表4－1 重大事故等対処施設の耐震設計上の分類別施設（５/３１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表4－1 重大事故等対処施設の耐震設計上の分類別施設（５/３５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③の相違 

自動減圧起動阻止スイッチ（代替自動減圧

機能），代替自動減圧起動阻止スイッチ（代

替自動減圧機能），原子炉再循環ポンプの遮

断機：制御方法の一部として機器を記載し

ていたが，他の記載方針に合わせ制御方法

は記載対象外とし削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③
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表4－1 重大事故等対処施設の耐震設計上の分類別施設（６/３１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表4－1 重大事故等対処施設の耐震設計上の分類別施設（６/３５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③の相違 

Ｃ－メタクラ母線電圧等：工認対象機器で

はないため削除 

 

残留熱除去系熱交換器冷却水流量等：第２

回補正申請以降の対象設備の追加に伴う適

正化 

 

③
 

③
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表4－1 重大事故等対処施設の耐震設計上の分類別施設（７/３１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表4－1 重大事故等対処施設の耐震設計上の分類別施設（７/３５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①の相違 

仮設耐震構台，補助消火水槽，土留め工（親

杭）：「Ⅵ-2-1-5 波及的影響に係る基本方

針」の資料で修正したことによる反映 

 

建物開口部竜巻防護対策設備：「Ⅵ-2-1-5 

波及的影響に係る基本方針」の資料で対応

する主な上位クラス施設を明記したため波

及的影響を考慮すべき施設の列に追記 

 

②の相違 

＊：記載の適正化 

 

中央制御室遮蔽（１号機設備，１，２号機共

用）：設備名称の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②
 

①
 

②
 

②
 

②
 

②
 

②
 

②
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表4－1 重大事故等対処施設の耐震設計上の分類別施設（８/３１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表4－1 重大事故等対処施設の耐震設計上の分類別施設（８/３５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①の相違 

仮設耐震構台，土留め工（親杭）：「Ⅵ-2-1-

5 波及的影響に係る基本方針」の資料で修

正したことによる反映 

 

建物開口部竜巻防護対策設備：「Ⅵ-2-1-5 

波及的影響に係る基本方針」の資料で対応

する主な上位クラス施設を明記したため波

及的影響を考慮すべき施設の列に追記 

 

②の相違 

＊：記載の適正化 

 

③の相違 

遠隔手動弁操作機構，第１ベントフィルタ

格納槽遮蔽，配管遮蔽：第２回補正申請以

降の対象設備の削除に伴う適正化 

 

ベント管，ベント管ベローズ：原子炉格納

容器の一部と整理していましたが，別表第

二に合わせ細分化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②
 

①
 

③
 

③
 

②
 

②
 

②
 

②
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表4－1 重大事故等対処施設の耐震設計上の分類別施設（９/３１） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表4－1 重大事故等対処施設の耐震設計上の分類別施設（９/３５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①の相違 

仮設耐震構台：「Ⅵ-2-1-5 波及的影響に係

る基本方針」の資料で修正したことによる

反映 

 

②の相違 

＊：記載の適正化 

 

燃料移送ポンプエリア竜巻防護対策設備：

波及的影響を及ぼすおそれのある該当設備

がないため削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②
 

②
 

①
 

②
 

②
 

②
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表4－1 重大事故等対処施設の耐震設計上の分類別施設（１０/３１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表4－1 重大事故等対処施設の耐震設計上の分類別施設（１０/３５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①の相違 

建物開口部竜巻防護対策設備：「Ⅵ-2-1-5 

波及的影響に係る基本方針」の資料で対応

する主な上位クラス施設を明記したため波

及的影響を考慮すべき施設の列に追記 

 

浄化槽，緊急時対策所敷地下斜面，土留め

工（親杭）：「Ⅵ-2-1-5 波及的影響に係る基

本方針」の資料で修正したことによる反映 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①
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表4－1 重大事故等対処施設の耐震設計上の分類別施設（１１/３１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表4－1 重大事故等対処施設の耐震設計上の分類別施設（１１/３５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②の相違 

＊1：記載の適正化 

 

燃料移送ポンプエリア竜巻防護対策設備：

波及的影響を及ぼすおそれのある該当設備

がないため削除 

 

③の相違 

メタルクラッド開閉装置 2C，メタルクラッ

ド開閉装置 2D，緊急時対策所 発電機接続

プラグ盤，緊急時対策所 低圧母線盤：第

２回補正申請以降の対象設備の設備名称変

更に伴う適正化 

 

関連弁：第２回補正申請以降の対象設備の

削除に伴う適正化 

 

ロードセンタ等：第２回補正申請以降の対

象設備の追加に伴う適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②
 

③
 

③
 

③
 

③
 

③
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表4－1 重大事故等対処施設の耐震設計上の分類別施設（１２/３５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②の相違 

＊：記載の適正化 

 

③の相違 

緊急時対策所 無停電交流電源装置，緊急

時対策所 無停電分電盤 1，緊急時対策所 

直流 115V充電器：第２回補正申請以降の対

象設備の追加に伴う適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
②

 

③
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表4－1 重大事故等対処施設の耐震設計上の分類別施設（１２/３１） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表4－1 重大事故等対処施設の耐震設計上の分類別施設（１３/３５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①の相違 

仮設耐震構台：「Ⅵ-2-1-5 波及的影響に係

る基本方針」の資料で修正したことによる

反映 

 

建物開口部竜巻防護対策設備：「Ⅵ-2-1-5 

波及的影響に係る基本方針」の資料で対応

する主な上位クラス施設を明記したため波

及的影響を考慮すべき施設の列に追記 

 

②の相違 

＊：記載の適正化 

 

③の相違 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ），燃料プール

監視カメラ用冷却設備：第２回補正申請以

降の対象設備の細分化に伴う適正化 

 

②
 

①
 

③
 

③
 

②
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表4－1 重大事故等対処施設の耐震設計上の分類別施設（１３/３１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表4－1 重大事故等対処施設の耐震設計上の分類別施設（１４/３５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①の相違 

仮設耐震構台，土留め工（親杭）：「Ⅵ-2-1-

5 波及的影響に係る基本方針」の資料で修

正したことによる反映 

 

建物開口部竜巻防護対策設備：「Ⅵ-2-1-5 

波及的影響に係る基本方針」の資料で対応

する主な上位クラス施設を明記したため波

及的影響を考慮すべき施設の列に追記 

 

②の相違 

＊：記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②
 

①
 

②
 

①
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表4－1 重大事故等対処施設の耐震設計上の分類別施設（１４/３１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表4－1 重大事故等対処施設の耐震設計上の分類別施設（１５/３５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②の相違 

１号機排気筒：間接支持構造物以外にも波

及的影響を及ぼすおそれがあることから，

＊1（間接支持構造物のみへの波及的影響が

あるのも。）を削除 

 

＊：記載の適正化 

 

③の相違 

中央制御室天井照明：対象設備（Ｃ－メタ

クラ母線電圧等）が削除されたことに伴う

削除 

 

耐火障壁：対象設備（格納容器ガスサンプ

リング装置（格納容器水素濃度（Ｂ系）及び

格納容器酸素濃度（Ｂ系）））が追加された

ことに伴う追記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②
 

③
 

③
 

②
 

②
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表4－1 重大事故等対処施設の耐震設計上の分類別施設（１５/３１） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表4－1 重大事故等対処施設の耐震設計上の分類別施設（１６/３５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①の相違 

仮設耐震構台，補助消火水槽，緊急時対策

所敷地下斜面，土留め工（親杭）：「Ⅵ-2-1-

5 波及的影響に係る基本方針」の資料で修

正したことによる反映 

 

建物開口部竜巻防護対策設備：「Ⅵ-2-1-5 

波及的影響に係る基本方針」の資料で対応

する主な上位クラス施設を明記したため波

及的影響を考慮すべき施設の列に追記 

 

②の相違 

＊：記載の適正化 

 

③の相違 

無線通信設備（固定型）等：第２回補正申請

以降の対象設備の設備名称変更に伴う適正

化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②
 

①
 ②

 

③
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表4－1 重大事故等対処施設の耐震設計上の分類別施設（１６/３１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表4－1 重大事故等対処施設の耐震設計上の分類別施設（１７/３５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③の相違 

Ｃ－メタクラ母線電圧等：第２回補正申請

以降の対象設備の削除に伴う適正化 

 

無線通信設備（固定型）（「１号機設備，１，

２，３号機共用」）等：第２回補正申請以降

の対象設備の設備名称変更に伴う適正化 

 

残留熱除去系熱交換器冷却水流量等：第２

回補正申請以降の対象設備の追加に伴う適

正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③
 

③
 

③
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表4－1 重大事故等対処施設の耐震設計上の分類別施設（１７/３１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表4－1 重大事故等対処施設の耐震設計上の分類別施設（１８/３５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②の相違 

２号機西側切取斜面，緊急時対策所周辺斜

面，免震重要棟遮蔽壁：間接支持構造物以

外にも波及的影響を及ぼすおそれがあるこ

とから，＊1（間接支持構造物のみへの波及

的影響があるのも。）を削除 

 

＊1：記載の適正化 

 

③の相違 

高圧炉心スプレイポンプ出口圧力等：第２

回補正申請以降の対象設備の追加に伴う適

正化 

 

 

②
 

③
 

②
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表4－1 重大事故等対処施設の耐震設計上の分類別施設（１８/３１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表4－1 重大事故等対処施設の耐震設計上の分類別施設（１９/３５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①の相違 

仮設耐震構台，補助消火水槽，土留め工（親

杭）：「Ⅵ-2-1-5 波及的影響に係る基本方

針」の資料で修正したことによる反映 

 

建物開口部竜巻防護対策設備：「Ⅵ-2-1-5 

波及的影響に係る基本方針」の資料で対応

する主な上位クラス施設を明記したため波

及的影響を考慮すべき施設の列に追記 

 

②の相違 

＊：記載の適正化 

 

中央制御室遮蔽（１号機設備，１，２号機共

用）：設備名称の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②
 

①
 

②
 

②
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表4－1 重大事故等対処施設の耐震設計上の分類別施設（１９/３１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表4－1 重大事故等対処施設の耐震設計上の分類別施設（２０/３５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②の相違 

＊：記載の適正化 

 

ディーゼル燃料移送ポンプエリア防護対策

設備：竜巻，火山，溢水の複数の目的で設置

する屋外の防護対策設備の名称が適切に表

現できていなかったことによる名称変更 

 

２号機南側盛土斜面：間接支持構造物以外

にも波及的影響を及ぼすおそれがあること

から，＊1（間接支持構造物のみへの波及的

影響があるのも。）を削除 

 

③の相違 

ベント管，ベント管ベローズ：原子炉格納

容器の一部と整理していましたが，別表第

二に合わせ細分化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③
 

②
 

②
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表4－1 重大事故等対処施設の耐震設計上の分類別施設（２０/３１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表4－1 重大事故等対処施設の耐震設計上の分類別施設（２１/３５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①の相違 

仮設耐震構台，補助消火水槽，土留め工（親

杭）：「Ⅵ-2-1-5 波及的影響に係る基本方

針」の資料で修正したことによる反映 

 

建物開口部竜巻防護対策設備：「Ⅵ-2-1-5 

波及的影響に係る基本方針」の資料で対応

する主な上位クラス施設を明記したため波

及的影響を考慮すべき施設の列に追記 

 

②の相違 

＊：記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②
 

①
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表4－1 重大事故等対処施設の耐震設計上の分類別施設（２１/３１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表4－1 重大事故等対処施設の耐震設計上の分類別施設（２２/３５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②の相違 

＊：記載の適正化 

 

燃料移送ポンプエリア竜巻防護対策設備：

波及的影響を及ぼすおそれのある該当設備

がないため削除 

 

 

 

 

③の相違 

主蒸気管トンネル室ブローアウトパネル：

第２回補正申請以降の対象設備の追加に伴

う適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②
 

③
 

②
 

②
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表4－1 重大事故等対処施設の耐震設計上の分類別施設（２２/３１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表4－1 重大事故等対処施設の耐震設計上の分類別施設（２３/３５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①の相違 

仮設耐震構台：「Ⅵ-2-1-5 波及的影響に係

る基本方針」の資料で修正したことによる

反映 

 

②の相違 

＊：記載の適正化 

 

 
②

 

①
 

②
 

②
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表4－1 重大事故等対処施設の耐震設計上の分類別施設（２３/３１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表4－1 重大事故等対処施設の耐震設計上の分類別施設（２４/３５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①の相違 

建物開口部竜巻防護対策設備：「Ⅵ-2-1-5 

波及的影響に係る基本方針」の資料で対応

する主な上位クラス施設を明記したため波

及的影響を考慮すべき施設の列に追記 

 

浄化槽，緊急時対策所敷地下斜面，土留め

工（親杭）：「Ⅵ-2-1-5 波及的影響に係る基

本方針」の資料で修正したことによる反映 

 

②の相違 

＊1：記載の適正化 

 

燃料移送ポンプエリア竜巻防護対策設備：

波及的影響を及ぼすおそれのある該当設備

がないため削除 

 

③の相違 

メタルクラッド開閉装置 2C，メタルクラッ

ド開閉装置 2D：第２回補正申請以降の対象

設備の設備名称変更に伴う適正化 

 

緊急時対策所発電機接続プラグ盤，緊急時

対策所低圧母線盤：第２回補正申請以降の

対象設備の設備名称変更に伴う適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②
 

③
 

①
 

③
 

②
 

②
 

③
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表4－1 重大事故等対処施設の耐震設計上の分類別施設（２５/３５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②の相違 

＊：記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

③の相違 

ロードセンタ等：第２回補正申請以降の対

象設備の追加に伴う適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③
 

②
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表4－1 重大事故等対処施設の耐震設計上の分類別施設（２４/３１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表4－1 重大事故等対処施設の耐震設計上の分類別施設（２６/３５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②の相違 

＊：記載の適正化 
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表4－1 重大事故等対処施設の耐震設計上の分類別施設（２５/３１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表4－1 重大事故等対処施設の耐震設計上の分類別施設（２７/３５） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③の相違 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ），燃料プール

監視カメラ用冷却設備：第２回補正申請以

降の対象設備の細分化に伴う適正化 

 

関連弁，原子炉建物燃料取替階ブローアウ

トパネル：第２回補正申請以降の対象設備

の追加に伴う適正化 

 

無線通信設備（固定型）（「１号機設備，１，

２，３号機共用」），衛星電話設備（固定型）

（「１，２，３号機共用」）：第２回補正申請

以降の対象設備の設備名称変更に伴う適正

化 

 

ＡＤＳ用Ｎ２ガス減圧弁二次側圧力，Ｎ２

ガスボンベ圧力：第２回補正申請以降の対

象設備の削除に伴う適正化 
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③
 ③
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表4－1 重大事故等対処施設の耐震設計上の分類別施設（２８/３５） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③の相違 

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネ

ル：第２回補正申請以降の対象設備の追加

に伴う適正化 
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表4－1 重大事故等対処施設の耐震設計上の分類別施設（２６/３１） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表4－1 重大事故等対処施設の耐震設計上の分類別施設（２９/３５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①の相違 

液体廃棄物処理系配管：「Ⅵ-2-1-5 波及的

影響に係る基本方針」の資料で修正したこ

とによる反映 

 

②の相違 

取水槽海水ポンプエリア竜巻防護対策設

備：竜巻，火山，溢水の複数の目的で設置す

る屋外の防護対策設備の名称が適切に表現

できていなかったことによる名称変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①
 ②
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表4－1 重大事故等対処施設の耐震設計上の分類別施設（２７/３１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表4－1 重大事故等対処施設の耐震設計上の分類別施設（３０/３５） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①の相違 

床ドレン系配管，仮設耐震構台：「Ⅵ-2-1-5 

波及的影響に係る基本方針」の資料で修正

したことによる反映 

 

②の相違 

取水槽海水ポンプエリア防護対策設備，取

水槽循環水ポンプエリア防護対策設備：竜

巻，火山，溢水の複数の目的で設置する屋

外の防護対策設備の名称が適切に表現でき

ていなかったことによる名称変更 

 

＊：記載の適正化 

 

 

②
 

①
 

②
 

②
 

①
 

②
 

②
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表4－1 重大事故等対処施設の耐震設計上の分類別施設（２８/３１） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表4－1 重大事故等対処施設の耐震設計上の分類別施設（３１/３５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①の相違 

建物開口部竜巻防護対策設備：「Ⅵ-2-1-5 

波及的影響に係る基本方針」の資料で対応

する主な上位クラス施設を明記したため波

及的影響を考慮すべき施設の列に追記 

 

放水槽，ディーゼル燃料貯蔵タンク室，土

留め工（親杭），仮設耐震構台：「Ⅵ-2-1-5 

波及的影響に係る基本方針」の資料で修正

したことによる反映 

 

②の相違 

＊：記載の適正化 

 

③の相違 

原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力等：第２

回補正申請以降の対象設備の削除に伴う適

正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①
 

②
 

①
 

③
 

②
 

②
 

85



 

2022/5/13ヒアリング資料 今回ヒアリング資料 備考 

表4－1 重大事故等対処施設の耐震設計上の分類別施設（２９/３１） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表4－1 重大事故等対処施設の耐震設計上の分類別施設（３２/３５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①の相違 

仮設耐震構台，土留め工（親杭）：「Ⅵ-2-1-

5 波及的影響に係る基本方針」の資料で修

正したことによる反映 

 

建物開口部竜巻防護対策設備：「Ⅵ-2-1-5 

波及的影響に係る基本方針」の資料で対応

する主な上位クラス施設を明記したため波

及的影響を考慮すべき施設の列に追記 

 

②の相違 

＊：記載の適正化 

 

燃料移送ポンプエリア竜巻防護対策設備：

竜巻，火山，溢水の複数の目的で設置する

屋外の防護対策設備の名称が適切に表現で

きていなかったことによる名称変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②
 

①
 

②
 

②
 

②
 

②
 

②
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表4－1 重大事故等対処施設の耐震設計上の分類別施設（３０/３１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表4－1 重大事故等対処施設の耐震設計上の分類別施設（３３/３５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①の相違 

仮設耐震構台，土留め工（親杭）：「Ⅵ-2-1-

5 波及的影響に係る基本方針」の資料で修

正したことによる反映 

 

建物開口部竜巻防護対策設備：「Ⅵ-2-1-5 

波及的影響に係る基本方針」の資料で対応

する主な上位クラス施設を明記したため波

及的影響を考慮すべき施設の列に追記 

 

②の相違 

ディーゼル燃料移送ポンプエリア防護対策

設備：竜巻，火山，溢水の複数の目的で設置

する屋外の防護対策設備の名称が適切に表

現できていなかったことによる名称変更 

 

＊：記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②
 

①
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表4－1 重大事故等対処施設の耐震設計上の分類別施設（３１/３１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表4－1 重大事故等対処施設の耐震設計上の分類別施設（３４/３５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②の相違 

＊1：記載の適正化 
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表4－1 重大事故等対処施設の耐震設計上の分類別施設（３５/３５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③の相違 

メタルクラッド開閉装置 HPCS等：第２回補

正申請以降の対象設備の追加に伴う適正化 

 

 

 

 

 

 

 

②の相違 

＊：記載の適正化 

 

 

③
 

②
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